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【お問合せ】 

台東区都市づくり部 住宅課 マンション施策担当 

電話 ５２４６－９０２８（区役所５階１０番） 
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１ 制度の概要 

 

  区内マンションが、耐震アドバイザー派遣、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事を

実施する場合に、費用の一部を助成するものです。 

 

 

２ 助成対象マンション（次の全てに該当するもの） 

 

・非木造の耐火又は準耐火建築物で、住戸面積の合計が延べ面積の２分の１を超える。 

・昭和５６年５月３１日以前に確認済証の交付を受けている。 

・法令等に違反して、現に是正の指導を受けていない。 

・緊急輸送道路沿道建築物ではない。 

 

 

３ 助成対象者 

 

分譲マンション 賃貸マンション 

管理組合又は管理組合法人 

 

・管理規約に基づいて適正に運営されてい

ること 

・耐震アドバイザー派遣を除き、耐震改修

工事等実施について、総会決議により承

認を得ていることが必要です。 

所有者である個人又は中小企業者 

 

住民税（個人又は法人）を滞納していな

い者に限ります。 

中小企業者とは、中小企業基本法第２条

に規定する法人です。 

 

 

４ 助成金額 

 （１）耐震アドバイザー派遣    

 

 1回の派遣につき２０，０００円を限度とします。（同一マンションにつき５回まで） 

 

 （２）耐震診断、補強設計、耐震改修工事 

 

下記（１）（２）のうち、いずれか少ない額を助成対象費用とする。 

（１）実際に耐震診断、補強設計又は耐震改修工事に要する費用 

（２）延べ面積×1m2当たりの限度額（下表参照）で算出した費用 
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※ 助成金の額は、千円未満を切り捨てるものとする。 

 

５ 耐震アドバイザー派遣 

 耐震改修工事等の実施を予定しているマンションに対し、耐震改修工事等の必要性又

は区分所有者間の耐震に関する合意形成の円滑化等について助言するため、区の登録

を受けた耐震アドバイザーを派遣することをいいます。 

費

用

の 

区

分 

助成対象費用の限度額 

助成金額 

延べ面積 1,000㎡

未満 

延べ面積 1,000㎡以

上、かつ地階を除く階

数が３以上 

耐

震

診

断 

 
助成対象費用の限度額は、助成対象マン
ションの延べ面積に応じて、下記①②③
の基準により算出したそれぞれの額を合
算した額。（以下「耐震診断に要する費用」
とする。） 
 

①3,670円/㎡（1,000㎡以内） 

②1,570円/㎡ 

（1,000㎡超え 2,000㎡以内） 

③1,050円/㎡（2,000㎡超え） 

助成対象費用の 1/2 

助成対象費用の 1/2 

かつ 200万円以内 

※耐震診断に要する費用以外の費用（設

計図書の復元、第三者機関の判定等の費

用）を要する場合は、157 万円を限度とし

て、耐震診断に要する費用に加算した上

で、助成対象費用の限度額とする。 

※耐震診断に要する費

用以外の費用を加算し

た場合は、 

助成対象費用の 1/2 か

つ 277万円以内 

補

強

設

計 

2,000円／㎡ 助成対象費用の 1/2 
助成対象費用の 1/2 

かつ 200万円以内 

耐

震

改

修

工

事 

51,700円／㎡ 
助成対象費用の 1/2 

かつ 250万円以内 

助成対象費用の 1/2 

かつ 1,500 万円以内 
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６ 耐震診断 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、「耐震改修促進法」といいます。）施行

規則第５条第１項第 1 号に規定する登録資格者講習を修了した者又は同項第２号に規

定する国土交通大臣が定める者「耐震診断資格者」が、既存建物の地震に対する安全

性を評価することをいいます。 

  ※耐震化基準を満たすためには、構造耐震指標のＩｓ値が０．６以上必要です。 

 

 

７ 補強設計 

  耐震診断資格者が行った耐震診断に基づいて実施してください。 

  実施設計については、第三者機関による評定が必要です。 

＜第三者機関一覧について＞ 東京都耐震ポータルサイトをご覧ください。 

      TOP > 東京都の取組 >11.耐震改修計画の認定 

 

 

８ 耐震改修工事 

  計画の認定、第三者機関の評定又は建築確認を受けた実施設計に基づいて実施してく

ださい。工事監理者の検査とは別に、区職員による中間検査及び完了検査があります。

中間検査及び完了検査の前に、「検査届」を区へ提出してください。 

 

 

９ 計画の認定 

  台東区では耐震改修促進法第１７条第３項に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を

行っています。認定を受けた計画に係る建築物については、建築基準法の規定の緩和・

特例措置があります。計画の認定に際しては、あらかじめ補強設計について東京都と

協定を締結した専門機関の評定を受ける必要があります。 

  計画の認定の窓口は、建築課構造防災係（電話５２４６－１３３５）になります。 

http://www.taishin.metro.tokyo.jp/index.html
http://www.taishin.metro.tokyo.jp/learn/tokyo/01.html
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10 手続きの流れ 

※必ず耐震改修工事等を実施する前に事前相談をしていただき、その後お申込みくだ

さい。また、耐震診断・補強設計・耐震改修工事については、交付決定がおりるよ

り前には、工事等の契約を行わないようにしてください。 

 

  （１）耐震アドバイザー派遣 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 

請 
者 

住 

宅 

課 

耐

震

ア

ド

バ

イ

ザ

ー

 

⑪助成金の振込み 

⑩助成金の請求 
 

⑨助成金額確定通知書の送付 

⑧完了報告書等の提出 

ⅴ完了報告書＋ⅰ～ⅳ書類 

①助成交付申請書等の提出 

②交付決定通知の送付 

③耐震アドバイザー派遣の依頼 

       ⅰ派遣依頼書 

④耐震アドバイザー派遣業務 

⑤耐震アドバイザー派遣の結果報告 

ⅱ結果報告書、ⅲ請求書 

⑥派遣料の振込み 

⑦領収書の交付 

ⅳ領収書 
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（２）耐震診断、補強設計、耐震改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 

請 

者 

住 

宅 

課 

⑭助成金の振込み 

⑬助成金の請求 

⑫助成金額確定通知書の送付 

⑪完了報告書等の送付 

⑩第３者機関の評定・計画の認定 
（補強設計を行った場合のみ） 

 

 

⑨完了報告書等の送付 

 ④着手届の提出 

⑥中間検査 

 ③耐震改修工事等の着手（交付決定から６０日以内） 

 ②交付決定通知書・着手届・検査届の送付 

①助成交付申請書等の提出（工事等契約前） 

 ⑤検査届（中間検査）の提出 

⑤～⑧は耐震改修工事のみ実施。中間検査・完了検査時は現場担当者の立ち会いが必要。 

 ⑦検査届（完了検査）の提出 

⑧完了検査 
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11 提出書類について 

（１）申請書類 

台東区の助成申請書（第３号様式）、消費税仕入税額控除確認書（第１６号様式）及び

下表の書類を提出してください。管理組合（法人格なし）の場合は、理事長の個人印

（私印）を使用してください。また、その他の書類が必要な場合もあります。 

なお、申請者本人以外の方（管理会社等）が申請手続きを代行する場合は、申請者か

ら申請手続きを行う方への委任状を作成し、申請時に提出する必要があります。 

 分譲マンション 賃貸マンション 

耐震 

アドバイザー

派遣 

① マンションの確認済証等（※）の

コピー 

② 管理規約のコピー 

③ 管理組合の予算書及び決算書のコ

ピー 

① マンションの確認済証等（※）の

コピー 

② 建物の登記事項証明書 

③ 前年度の住民税（個人又は法人）

納税証明書 

④ 法人の登記事項証明書（履歴事項

全部証明書）（申請者が法人の場合） 

耐震診断 

① マンションの確認済証等（※）の

コピー 

② 建物の登記事項証明書 

③ 管理規約のコピー 

④ 予算書及び決算書のコピー 

⑤ 耐震診断の実施及び経費を決議し

た際の総会の議案書及び議事録の

コピー 

⑥ 見積書のコピー 

⑦ 受託者が耐震診断資格者である 

ことを確認できる書類のコピー 

① マンションの確認済証等（※）の

コピー 

② 建物の登記事項証明書 

③ 建物所有者の同意書（共有の場合） 

④ 前年度の住民税（個人又は法人）

納税証明書 

⑤ 法人の登記事項証明書（履歴事項

全部証明書）（申請者が法人の場合） 

⑥ 見積書のコピー 

⑦ 受託者が耐震診断資格者である 

ことを確認できる書類のコピー 

補強設計 

① マンションの確認済証等（※）の

コピー 

② 建物の登記事項証明書 

③ 管理規約のコピー 

④ 予算書及び決算書のコピー 

⑤ 補強設計の実施及び経費を決議し

た際の総会の議案書及び議事録の

コピー 

⑥ 見積書のコピー 

⑦ 受託者が耐震診断資格者である 

ことを確認できる書類のコピー 

⑧ 耐震診断報告書のコピー 

① マンションの確認済証等（※）の

コピー 

② 建物の登記事項証明書 

③ 建物所有者の同意書（共有の場合） 

④ 前年度の住民税（個人又は法人）

納税証明書 

⑤ 法人の登記事項証明書（履歴事項

全部証明書）（申請者が法人の場合） 

⑥ 見積書のコピー 

⑦ 受託者が耐震診断資格者である 

ことを確認できる書類のコピー 

⑧ 耐震診断報告書のコピー 
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 分譲マンション 賃貸マンション 

耐震改修工事 

① マンションの確認済証等（※）の

コピー 

② 建物の登記事項証明書 

③ 土地の登記事項証明書 

④ 管理規約のコピー 

⑤ 予算書及び決算書のコピー 

⑥ 耐震改修工事の実施及び経費を決

議した際の総会の議案書及び議事

録のコピー 

⑦ 見積書のコピー 

⑧ 計画の認定を受けたことを確認で

きる書類の写し、耐震改修工事の

実施設計の確認済証の写し又は第

三者機関による評定を受けたこと

を確認できる書類の写し 

⑨ 特定行政庁による勧告等の写し 

（△） 

① マンションの確認済証等（※）の

コピー 

② 建物の登記事項証明書 

③ 土地の登記事項証明書 

④ 建物所有者の同意書（建物所有者

が複数いる場合） 

⑤ 土地所有者の同意書（申請者と土

地所有者が異なる場合または建物

所有者が複数いる場合） 

⑥ 前年度の住民税（個人又は法人）

納税証明書 

⑦ 法人の登記事項証明書（履歴事項

全部証明書）（申請者が法人の場合） 

⑧ 見積書のコピー 

⑨ 計画の認定を受けたことを確認で

きる書類の写し、耐震改修工事の

実施設計の確認済証の写し又は第

三者機関による評定を受けたこと

を確認できる書類の写し 

⑩ 特定行政庁による勧告等の写し 

（△） 

※確認済証が無い場合は、台帳記載証明書でも可。 

△耐震診断により耐震性が不足していることが判明した場合、台東区から指導・勧告等の書類を発行し

ます。お手元にない場合はご相談ください。 

 

（２）派遣依頼書（耐震アドバイザー派遣のみ） 

  耐震アドバイザー派遣を利用する場合に、耐震アドバイザーに送付してください。 

 

（３）着手届（耐震アドバイザー派遣を除く） 

  耐震改修工事等（耐震アドバイザー派遣を除く）を実施する場合に、着手後６０日以

内に提出してください。押印の際は、申請時と同じものをご使用ください。 

 

（４）検査届（耐震改修工事のみ） 

  耐震改修工事の途中段階（中間検査時）及び完了したとき（完了検査時）に、それぞ

れ検査届を提出してください。また、検査届提出時には、区職員が検査を行っても差

し支えない日時の提示（第三候補まで）をお願いいたします（平日の午前９時３０分

頃～午後３時頃に開始するように設定してください）。 
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（５）報告書類 

台東区の完了報告書（第１０号様式）及び下表の書類を提出してください。押印の際

は、申請時と同じものをご使用ください。また、その他の書類が必要な場合もありま

す。 

 

耐震アドバイザー派遣 

①耐震アドバイザー派遣依頼書のコピー 

②耐震アドバイザー派遣結果報告書のコピー 

③耐震アドバイザー派遣費用の請求書のコピー 

④耐震アドバイザー派遣費用の領収書のコピー 

耐震診断 

①耐震診断報告書のコピー 

②耐震診断費用の請求書のコピー 

③耐震診断費用の領収書のコピー 

補強設計 

①計画の認定を受けたことを確認できる書類のコピー、 

第三者機関による評定書のコピー、 

又は、補強設計の確認済証のコピー（建築確認を受けた場合） 

②補強設計費用の請求書のコピー 

③補強設計費用の領収書のコピー 

耐震改修工事 

①改修箇所別の施工前、改修工事の全工程及び施工後の 

現場写真を添付した工事報告書のコピー 

②耐震改修工事費用の請求書のコピー 

③耐震改修工事費用の領収書のコピー 

④耐震改修工事の検査済証のコピー 

（補強設計の建築確認を受けている場合のみ） 

 ※耐震改修工事等の完了後に、消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した

場合は、消費税仕入税額控除報告書（第１７号様式）の提出が必要です。 

 

（６）助成金請求書類 

マンション耐震改修工事等助成金交付請求書（第１２号様式）及び口座振替依頼書を

提出してください。押印の際は、申請時と同じものをご使用ください。また、その他

の書類が必要な場合もあります（必要な場合は、別途区から指示を行います）。 


